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岐阜聖徳学園大学附属幼稚園園則 

 

第１章  総  則 

 

（目的） 

第１条 本園は、教育基本法及び学校教育法の定めるところにより、建学の精神である宗

教的情操を基調として幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長するこ

とを目的とする。 

（名称） 

第２条 本園は、岐阜聖徳学園大学附属幼稚園という。 

（位置） 

第３条 本園は、岐阜県岐阜市柳津町高桑西一丁目１番地に置く。 

（入園資格） 

第４条 本園に入園できる者は、満３才から小学校入学の始期に達するまでの幼児とする。 

（修業年限） 

第５条 修業年限は３年とする。 

（収容定員及び学級編制） 

第６条 収容定員は２００人とし、学級編制を次のとおりとする。 

  学 級 数 収容定員 

３年保育 ３  組 60 人 

２年保育 ２  組 70 人 

１年保育 ２  組 70 人 

計 ７  組 200 人 

 

第２章  学年、学期及び休業日 

 

（学年） 

第７条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。 

（学期） 

第８条 学期を次の３学期に分ける。 

第１学期 ４月１日から８月31日まで 

第２学期 ９月１日から12月31日まで 

第３学期 １月１日から３月31日まで 

（休業日） 

第９条 休業日は次のとおりとする。ただし、園長が必要と認めた場合には、休業日を変

更することができる。 

(１) 日曜日 

(２) 園長が指定する土曜日 

(３) 「国民の祝日に関する法律」に規定する日 



 

 

(４) 春期休業日  ３月25日から４月８日まで 

(５) 夏期休業日  ７月20日から８月31日まで 

(６) 冬期休業日  12月25日から翌年１月８日まで 

 

第３章  授業日時及び教育課程 

 

（授業日時） 

第10条 本園の授業日時数は次のとおりとする。 

(１) 毎学年の教育日数   39週以上 

(２) １週の教育日数    ５日 

(３) １日の教育時数    ４時間を原則とする 

（教育課程） 

第11条 教育課程は前条及び幼稚園教育要領の基準により、園長が定める。 

 

第４章  証書の授与及びほう賞 

 

（証書の授与） 

第12条 園長は、所定の教育を修了したと認めた者には、修了証書を与える。 

（ほう賞） 

第13条 園長は、心身の発達が著しく、他の模範となる者をほう賞することができる。 

 

第５章  入園、退園、転園及び休園 

 

（入園、退園、転園及び休園） 

第14条 入園、退園、転園及び休園しようとする者は、本園所定の手続きにより園長の許

可を受けなければならない。 

 

第６章  職員組織 

 

（職員組織） 

第15条 本園に次の職員を置く。 

(１) 園長 

(２) 副園長 

(３) 主任 

(４) 教諭 

(５) 講師 

(６) 事務職員 

(７) 園医 

(８) その他 

２ 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。 

３ 副園長は、園長の指示のもとに、園長の職務を代行する。 

４ 主任は、園長及び副園長を補佐し、園務を整理する。 

 



 

 

第７章  授業料・入園料及び入園検定料等  

 

（入園検定料） 

第16条 本園の入園検定料は５,０００円とする。 

（学納金） 

第17条 本園の学納金は次のとおりとする。 

(１) 入園料       ３０，０００円 

(２) 授業料（月額）   ２７，７００円 

２ 前項に定める学納金のほか、必要により教材費及びその他必要な費用を別に徴収する

ことがある。 

（納入及び納入金の減免） 

第18条 園児が在籍中は、出席の有無にかかわらず、授業料を所定の期日までに納入しな

ければならない。 

２ 園児が休園したとき、又は特別の事情があると認められるときは、前項の規定にかか

わらず、その始期の属する月の翌月から、授業料等納入金の全部又は一部を減免するこ

とができる。 

（滞納） 

第19条 正当な理由がなく、かつ、所定の手続を行わずに授業料を３か月以上滞納し、そ

の後においても納入の見込みがないときは、退園を命ずることがある。 

（納入金の返還） 

第20条 既に納入した授業料・入園料及び入園検定料は、原則として返還しない。 

 

第８章  大学附属学校としての任務  

 

（大学附属学校としての任務）  

第 21条  本校は、岐阜聖徳学園大学（以下「大学」という。）学則 61条に定

める大学の附属学校として、以下の各号の任務を行う。  

（１）教育に関する研究を行うこと  

（２）教育実習等の実施に当たること  

（３）大学との連携した事業を実施すること  

 

第９章  補  則 

 

（施行細則） 

第22条 この園則の施行に必要な細則は、園長が別に定める。 

 

 

附  則 

この園則は、昭和60年４月１日から実施する。 

附  則 

この園則は、昭和61年４月１日から実施する。 

附  則 

この園則は、昭和63年４月１日から実施する。 

附  則 



 

 

この園則は、平成２年４月１日から施行する。 

附  則 

この園則は、平成３年４月１日から施行する。 

附  則 

この園則は、平成４年４月１日から施行する。 

附  則 

この園則は、平成５年４月１日から施行する。 

附  則 

この園則は、平成８年４月１日から施行する。 

附  則 

この園則は、平成９年４月１日から施行する。 

附  則 

この園則は、平成10年４月１日から施行する。 

附  則 

この園則は、平成12年９月１日から施行する。 

附  則 

この園則は、平成14年４月１日から施行する。 

附  則 

この園則は、平成15年４月１日から施行する。 

附  則 

この園則は、平成18年１月１日から施行する。 

附  則 

この園則は、平成19年４月１日から施行する。 

附  則 

この園則は、平成20年４月１日から施行する。 

附  則 

この園則は、平成23年４月１日から施行する。 

附  則 

この園則は、平成26年４月１日から施行する。 

  附  則（納入金（授業料）の改定） 

この園則は、平成27年４月１日から施行する。 

附  則（学納金の改定） 

１ この園則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 第17条に規定する授業料は、令和２年度入園児から適用する。 

３ 令和２年３月３１日に在園する園児の授業料の額は、第17条の規定にかかわらず月額

２７，２００円とする。 

４ 中途入園する者は、入園する学年の学納金を適用する。 

附  則 

この園則は、令和８年４月１日から施行する。 



 

 

  

岐阜聖徳学園大学附属小学校学則 

 

第１章  総  則 

 

（目的） 

第１条 本校は、教育基本法及び学校教育法の定めるところにより、仏教精神を基調とし

て徳操を養い、将来文化国家の支柱となる児童に、適切な初等普通教育を施すことを目

的とする。 

（名称） 

第２条 本校は、岐阜聖徳学園大学附属小学校という。 

（位置） 

第３条 本校は、岐阜県岐阜市柳津町高桑西一丁目１番地に置く。 

 

第２章  収容定員 

 

（収容定員） 

第４条 児童の収容定員は、４２０人とする。 

２ 各学年２学級とし、１学級３５人を基準とする。 

 

第３章  修業年限、学年、学期及び休業日等 

 

（修業年限） 

第５条 本校の修業年限は６年とする。 

（学年） 

第６条 学年は、４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。 

（学期） 

第７条 学年を分けて２学期とする。 

前期 ４月１日から１０月第２月曜日まで 

後期 １０月第２火曜日から翌年３月３１日まで 

（休業日、臨時授業及び臨時休業日）  

第８条 休業日は次のとおりとする。 

(１) 日曜日 

(２) 校長が指定する土曜日 

(３) 「国民の祝日に関する法律」に規定する日 

(４) 開校記念日  ５月22日 

(５) 春期休業   ４月１日から４月７日まで 

(６) 夏期休業   ７月21日から８月31日まで 

(７) 秋期休業   10月第2月曜日の前週の金曜日 

(８) 冬期休業   12月24日から翌年１月６日まで 

(９) 学年末休業  ３月25日から３月31日まで 

２ 開校記念日が日曜日に当たるときは、翌日を休業日とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、校長が必要と認めた場合は、休業日に臨時に授業を行う



 

 

ことがあり、また臨時に休業日を定めることがある。 

 

第４章  入学、転校、退学及び休学等 

 

（入学時期） 

第９条 入学の時期は学年の始めとする。ただし、欠員があるときは、学期の始めに許可

することがある。 

（入学資格） 

第10条 本校に入学できる者は、市町村から就学通知書を受けた年齢満６歳以上の男女児

童とする。 

（出願手続） 

第11条 入学を志願する者は、所定の期日までに入学願書のほか別に定める書類及び入学

検定料を添えて、願い出なければならない。 

（入学許可） 

第12条 入学志願者に対し選考を行い、合格した者に入学を許可する。 

（入学手続） 

第13条 入学を許可された者の保護者は、所定の期日までに入学金を納付し、就学通知書

を提出しなければならない。 

（保証人） 

第14条 保証人は、次の各号に掲げる者とし、その順位は次のとおりとする。 

(１) 親権者、後見人 

(２) 兄姉又は縁故者で成年に達した者 

(３) 成年者で独立の生計を営む者 

２ 保証人は、学校の教育活動に協力しなければならない。 

３ 保証人は、住所や氏名などの届出内容を変更したときは、速やかに届け出なければな

らない。 

４ 保証人が死亡又は失踪等したときは、新たな保証人は速やかに届け出なければならな

い。 

（転校） 

第15条 やむを得ない事由により、他の学校に転学しようとするときは、事由を明記し、

保証人連署の上願い出なければならない。 

（退学） 

第16条 在学中病気その他やむを得ない事由により、中途退学しなければならないときは、

事由を明記し、保証人連署の上願い出なければならない。 

（休学） 

第17条 児童が病気その他やむ得ない事由により、３か月以上欠席するときは、事由を明

記し、保証人連署で休学を願い出て、校長の許可を受けなければならない。ただし、期

間は１年を限度とする。 

（出席停止） 

第18条 児童が伝染病にかかり、若しくはその疑いがあり、他の児童に感染する恐れがあ

ると認めたときは、校長は保護者に対して児童の出席停止を命ずることができる。 

（除籍） 

第19条 校長は、次の各号のいずれかに該当する児童を除籍することができる。 

(１) 死亡した者もしくは行方不明となった者 



 

 

(２) 第17条に定める休学期間を超えてもなお復学しない者 

(３) 正当な理由がなく、かつ、所定の手続を行わずに授業料等の納入を６か月以上滞

納し、督促してもなお納入しない者 

 

第５章  教育課程、学習評価及び卒業等 

 

（教育課程） 

第20条 本校の教育課程は、別表に記載する教科並びに特別活動及び学校行事等により編

成する。 

（学習評価） 

第21条 各学年の課程の修了は、児童の成績を評価し、学年末において認定する。 

（卒業） 

第22条 第５条の修業年限を修了したと認められるときは、卒業証書を授与する。 

 

第６章  教 職 員 

 

（教職員） 

第23条 本校に次の教職員を置く。 

(１) 校 長 

(２) 副校長 

(３) 教 頭 

(４) 教 諭 

(５) 講 師 

(６) 養護教諭 

(７) 事務長 

(８) 事務職員 

(９) 用務員 

(10) 学校医、学校薬剤師 

２ 校長は、校務を総括し、所属職員を監督する。 

３ 副校長は、校長の指示のもとに、校長の職務を代行する。 

４ 教頭は、校長及び副校長を補佐し、校務を整理する。 

５ 前３項以外の教職員は、それぞれ校務を分掌する。 

 

第７章  授業料等、入学金及び入学検定料 

 

（入学検定料） 

第24条 本校の入学検定料は１５，０００円とする。 

（学納金） 

第25条 本校の学納金は、次のとおりとする。 

(１) 入学金       １５０，０００円 

(２) 授業料（月額）    ２２，０００円 

(３) 教育充実費（月額）  １０，０００円 

(４) 施設費（月額）     ４，０００円 

２ 前項に定める学納金のほか、教育上必要な費用を別に徴収することがある。 



 

 

（納入及び納入の特例） 

第26条 児童が在籍中は、出席の有無にかかわらず、授業料を所定の期日までに納入しな

ければならない。 

２ 児童が休学したときは、その期間中の授業料の２分の１を納入しなければならない。 

３ 児童が休学したときは、前項の規定にかかわらず,授業料を免除することがある。 

（納入金の返還） 

第27条 既に納入した授業料等、入学金及び入学検定料は、原則として返還しない。 

 

第８章  賞  罰 

 

（ほう賞） 

第28条 児童が学業、素行とも優れ、他の模範となるときは、ほう賞することがある。 

（懲戒） 

第29条 児童がこの学則その他本校の定める諸規則を守らず、不都合の行為があった者に

対しては、停学又は退学を保護者に命ずることがある。 

 

第９章 大学附属学校としての任務 

 

（大学附属学校としての任務） 

第 30 条 本校は、岐阜聖徳学園大学（以下「大学」という。）学則 61 条に定める大学の附

属学校として、以下の各号の任務を行う。 

（１）教育に関する研究を行うこと 

（２）教育実習等の実施に当たること 

（３）大学との連携した事業を実施すること 

 

 

第１０章  補  則 

 

（施行細則） 

第31条 この学則の施行に関し必要な細則は、校長が別に定める。 

 

 

附  則 

この学則は、昭和47年４月１日から施行する。 

附  則 

この学則は、昭和49年４月１日から施行する。 

附  則 

この学則は、昭和51年４月１日から施行する。 

附  則 

１ この学則は、昭和52年４月１日から施行する。 

２ 第25条中、「授業料月額５，０００円」の適用につい、昭和50年度以前から引き続き

本校に在学する児童については徴収しないものとする。 

附  則 

この学則は、昭和56年４月１日から施行する。 



 

 

附  則 

この学則は、昭和63年４月１日から施行する。 

附  則 

１ この学則は、平成２年４月１日から施行する。 

２ 第25条に規定する入学金及び選考料は、平成２年度入学児童及び受験児童から適用す

る。 

附  則 

１ この学則は、平成３年４月１日から施行する。 

２ 第25条に規定する入学検定料は、平成３年度受験児童から適用する。 

附  則 

１ この学則は、平成４年４月１日から施行する。 

２ 第25条に規定する入学金は、平成４年度入学児童から適用する。 

附  則 

この学則は、平成４年９月１日から施行する。 

附  則 

この学則は、平成７年４月１日から施行する。 

附  則 

この学則は、平成９年４月１日から施行する。 

附  則 

この学則は、平成10年４月１日から施行する。 

附  則 

この学則は、平成11年４月１日から施行する。 

附  則 

この学則は、平成13年４月１日から施行する。 

附  則 

この学則は、平成14年４月１日から施行する。 

附  則 

この学則は、平成18年１月１日から施行する。 

附  則 

この学則は、平成19年４月１日から施行する。 

附  則 

１ この学則は、平成20年４月１日から施行する。 

２ 第25条第１項の規定にかかわらず、教育充実費及び施設費は在校生全員に適用する。 

附  則 

１ この学則は、平成24年４月１日から施行する。 

附  則 

（出願手続き、入学許可、入学手続きまでを順序化及び保証人並びに除籍基準の明確化、 

入学検定料及び学納金の区分化） 

この学則は、平成25年４月１日から施行する。 

 附  則（学納金（教育充実費）の改定） 

 この学則は、平成27年４月１日から施行する。 

附  則（入学検定料及び学納金の改定） 

１ この学則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 第25条に規定する学納金は、令和２年度入学児童から適用し、第24条に規定する入学



 

 

検定料は、令和２年度入学試験から適用する。 

３ 令和２年３月３１日に在学する児童の学納金は、第25条の規定にかかわらず次の授業

料、教育充実費及び施設費の額を適用する。 

  授業料（月額）    ２０,５００円 

教育充実費（月額）   ９,５００円 

施設費（月額）      ３,５００円 

４ 編入する者は、編入する学年の学納金を適用する。ただし、入学検定料の額は、１５,

０００円とし、入学金の額は、１５０,０００円とする。 

附  則（学期の改定） 

１ この学則は、令和３年４月１日から施行する。 

附  則 

この学則は、令和８年４月１日から施行する。 



 

 

 

岐阜聖徳学園大学附属中学校学則 

 

第１章  総  則 

 

（目的） 

第１条 本校は、教育基本法及び学校教育法の定めるところにより、仏教精神を基調とし

て徳操を養い、将来文化国家の支柱となる生徒に、中等普通教育を施すことを目的とす

る。 

（名称） 

第２条 本校は、岐阜聖徳学園大学附属中学校という。 

（位置） 

第３条 本校は、岐阜県岐阜市柳津町高桑西一丁目１番地に置く。 

 

第２章  収 容 定 員 

 

（収容定員） 

第４条 本校の収容定員は、２７０名とする。 

２ 各学級の収容定員は、１学級３５人以下とする。 

 

第３章  修業年限、学年、学期及び休業日等 

 

（終業年限） 

第５条 本校の修業年限は３年とする。 

（学年） 

第６条 学年は、４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。 

（学期） 

第７条 学年を分けて２学期とする。 

前期 ４月１日から１０月第２月曜日まで 

後期 １０月第２火曜日から翌年３月３１日まで 

（休業日、臨時授業及び臨時休業日）  

第８条 休業日は次のとおりとする。 

(１) 日曜日 

(２) 校長が指定する土曜日 

(３) 「国民の祝日に関する法律」に規定する日 

(４) 開校記念日   ５月22日 

(５) 春期休業    ４月１日から４月７日まで 

(６) 夏期休業    ７月21日から８月24日まで 

(７) 秋期休業   10月第２月曜日の前週の金曜日 

(８) 冬期休業   12月24日から翌年１月６日まで 

(９) 学年末休業  ３月25日から３月31日まで 

２ 開校記念日が日曜日に当たるときは、翌月曜日を休業日とする。 

３ 第１項、第２項の規程にかかわらず、校長が必要と認めた場合は、臨時に休業日を定



 

 

め、又は変更することができる。 

４ 第１項の規程にかかわらず、教育上の必要により、校長は休業日に臨時に授業を行う

ことができる。 

 

第４章  入学、転学、退学及び休学等 

 

（入学資格） 

第９条 本校の第１学年に入学することができる者は、次の各号に掲げるものとする。 

(１) 小学校を卒業した者 

(２) 本校が、小学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

（転入学資格） 

第10条 第１学年の途中又は第２学年以上に転入学することが出来る者は,前条に規定す

る資格を有し、かつ、前各学年又は前各学期の課程を修了した者又はこれと同等以上の

学力があると認められた者とする。 

（出願手続） 

第11条 本校に入学を希望する者は、所定の入学願書その他の書類に入学検定料を添えて、

願い出なければならない。 

（入学許可） 

第12条 前条の入学希望者には選考を行い、合格した者に入学を許可する。 

（入学手続） 

第13条 入学の許可を受けた者は、速やかに保証人連署の誓約書その他の書類に入学金を

添えて、提出しなければならない。 

２ 前項に定める手続が所定の期日までに行われないときは、入学の許可を取り消すこと

がある。 

（転学） 

第14条 生徒が転学しようとするときは、事由を明記し、保証人連署で届け出て許可を受

けなければならない。 

（退学） 

第15条 生徒が退学しようとするときは、事由を明記し、保証人連署で願い出て許可を受

けなければならない。 

（再入学） 

第16条 前２条の規定により、転学又は退学した者が再入学を願い出たときは、事由によ

り許可することがある。 

（休学） 

第17条 生徒が病気その他やむを得ない事由により、３か月以上欠席するときは、事由を

明記し、保証人連署で休学を願い出て、校長の許可を受けなければならない。ただし、

期間は１年を限度とする。 

（復学） 

第18条 前条の規定により、休学中の生徒が復学しようとするときは、事由を明記し、保

証人連署で願い出て、許可を受けなければならない。 

（長期欠席） 

第19条 生徒が病気その他やむを得ない事由のため、２週間を超えて出席できないときは、

事由を明記し、保証人連署で届け出なければならない。その際、病気によるものは、医

師の診断書を添えなければならない。 



 

 

（除籍） 

第20条 校長は、次の各号のいずれかに該当する生徒を除籍することができる。 

(１) 死亡した者もしくは行方不明になった者 

(２) 第17条に定める休学期間を超えてもなお復学しない者 

(３) 正当な理由がなく、かつ、所定の手続を行わずに授業料等の納入を６か月以上滞

納し、督促してもなお納入しない者 

 

第５章  教育課程、学習評価及び卒業等 

 

（教育課程） 

第21条 本校の教育課程は、別表に記載する教科並びに特別活動及び学校行事等により編

成する。 

（学習評価） 

第22条 各学年の課程の修了は、生徒の平素の成績を評価し、学年末において認定する。 

（卒業） 

第23条 前条の規定により、生徒が本校所定の全課程を修了したと認められるときは、卒

業証書を授与する。 

 

第６章  保 証 人 

 

（保証人） 

第24条 保証人は、次の各号に掲げる者とし、その順位は次のとおりとする。 

(１) 親権者、後見人 

(２) 兄姉又は縁故者で成年に達した者 

(３) 成年者で独立の生計を営む者 

２ 保証人は、生徒の生活と教育に関する一切の責任を負う者とし、常に学校教育活動に

協力しなければならないものとする。 

（保証人の変動） 

第25条 保証人が転籍、転居又は氏名変更したとき、その他一身上に変動があった場合は、

速やかに届け出なければならない。 

２ 前項の変動が死亡、失そう又は成年被後見人の宣告若しくは破産等にかかわるもので

あるときは、改めて保証人を定めなければならない。 

３ 保証人が適当でないと認められるときは、変更させることができる。 

 

第７章  教 職 員 

 

（教職員） 

第26条 本校に次の教職員を置く。 

(１) 校 長 

(２) 副校長 

(３) 教 頭 

(４) 教 諭 

(５) 講 師 

(６) 養護教諭 



 

 

(７) 事務長 

(８) 事務職員 

(９) 用務員 

(10) 学校医、学校薬剤師 

２ 校長は、校務を総括し、所属職員を監督する。 

３ 副校長は、校長の指示のもとに、校長の職務を代行する。 

４ 教頭は、校長及び副校長を補佐し、校務を整理する。 

５ 前３項以外の教職員は、それぞれ校務を分掌する。 

 

第８章  授業料等、入学金及び入学検定料 

 

（入学検定料） 

第27条 本校の入学検定料は、１５,０００円とする。 

（学納金） 

第28条 本学の学納金は次のとおりとする。 

(１) 入 学 金     １７０,０００円 

(２) 授業料（月額）    ２７,０００円 

(３) 教育充実費（月額）  １４,０００円 

２ 前項に定める学納金のほか、教育上必要な費用を別に徴収することがある。  

（納入及び納入の特例） 

第29条 生徒が在籍中は、出席の有無にかかわらず、授業料を所定の期日までに納入しな

ければならない。 

２ 生徒が休学したときは、その期間中の授業料の２分の１を納入しなければならない。 

３ 生徒が休学したときは、前項の規定にかかわらず、授業料を免除することがある。 

（学納金の返還） 

第30条 一旦納入した学納金は、これを返還しない。ただし、入学辞退者が入学予定者召

集日までに、返還請求を書面で申し出た場合は、入学金以外の学納金を返還することが

できる。 

 

第９章  賞  罰 

 

（ほう賞） 

第31条 生徒が学業、性行とも優れ、他の模範となるときは、ほう賞することがある。 

（懲戒） 

第32条 生徒がこの学則その他本校の定める諸規則を守らず、その本分にもとる行為のあ

ったときは、懲戒処分を行う。 

２ 懲戒は、訓告及び退学とする。 

３ 前項の退学は、次の各号の１に該当する生徒に対して行うものとする。 

(１) 性行不良で、改善の見込みがないと認められる者 

(２) 学力劣等で、成業の見込みがないと認められる者 

(３) 正当な事由がなく、出席常でない者 

(４) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者 

 

 



 

 

第１０章 大学附属学校としての任務 

 

（大学附属学校としての任務）  

第 33条  本校は、岐阜聖徳学園大学（以下「大学」という。）学則 61条に定

める大学の附属学校として、以下の各号の任務を行う。  

（１）教育に関する研究を行うこと  

（２）教育実習等の実施に当たること  

（３）大学との連携した事業を実施すること  

 

 

 

第１１章  雑  則 

 

（雑則） 

第34条 この学則の施行に関し必要な細則は、校長が別に定める。 

 

 

附  則 

この校則は、昭和47年４月１日から施行する。 

附  則 

この校則は、昭和49年４月１日から施行する。 

附  則 

この校則は、昭和51年４月１日から施行する。 

附  則 

この校則は、昭和52年４月１日から施行する。 

附  則 

この校則は、昭和53年４月１日から施行する。 

附  則 

この校則は、昭和55年４月１日から施行する。 

附  則 

この校則は、昭和56年４月１日から施行する。 

附  則 

この校則は、昭和62年４月１日から施行する。 

ただし、第26条の選考料の規定は、昭和62年度の受験生から適用する。 

附  則 

この校則は、昭和63年４月１日から施行する。 

附  則 

１ この学則は、平成２年４月１日から施行する。 

２ 第26条に規定する入学金及び入学検定料は、平成２年度入学生及び受験生から適用す

る。 

附  則 

１ この学則は、平成３年４月１日から施行する。 

２ 第26条に規定する授業料は、平成３年度入学生から適用し、同条に規定する入学検定

料は、平成３年度受験生から適用する。 



 

 

３ 平成３年３月31日に在学する生徒に係わる授業料の額は、第26条の規定にかかわらず

月額１０，０００円とする。 

附  則 

１ この学則は、平成４年４月１日から施行する。 

２ 第26条に規定する授業料は、平成４年度入学生から適用する。 

３ 平成４年３月31日に在学する生徒に係わる授業料の額は、第26条の規定にかかわらず

月額１５，０００円とする。ただし、平成３年３月31日に在学した生徒については月額

１０，０００円とする。 

附  則 

この学則は、平成５年４月１日から施行する。 

附  則 

１ この学則は、平成６年４月１日から施行する。 

２ 第26条に規定する入学検定料は、平成６年度受験生から適用する。 

附  則 

この学則は、平成７年４月１日から施行する。 

附  則 

１ この学則は、平成９年４月１日から施行する。 

２ 第26条に規定する授業料は、平成９年度入学生から適用する。 

附  則 

この学則は、平成10年４月１日から施行する。 

附  則 

この学則は、平成13年４月１日から施行する。 

附  則 

この学則は、平成14年４月１日から施行する。 

附  則 

この学則は、平成18年１月１日から施行する。 

附  則 

この学則は、平成19年４月１日から施行する。 

附  則 

１ この学則は、平成23年４月１日から施行する。 

２ 第26条に規定する入学検定料は、平成24年度受験生から適用する。 

３ 第27条に規定する入学金、教育振興費及び特別協力費は、平成24年度入学予定者から

適用する。 

４ 第30条に規定する学納金の返還は、平成24年度入学予定者から適用する。 

附  則 

（学級の収容定員の変更、休業日の変更手続のための改正、転入学資格の明確化） 

１ この学則は、平成24年４月１日から施行する。 

附  則 

１ この学則は、平成24年４月１日から施行する。 

２ 第27条第1項第5号に規定する教育充実費は、平成25年度入学生から適用する。 

附  則 

（除籍基準の明確化） 

この学則は、平成25年４月１日から施行する。 

（学納金（教育充実費）の改定） 



 

 

 この学則は、平成27年４月１日から施行する。 

附  則（学納金の改定） 

１ この学則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 第28条に規定する学納金は、令和２年度入学生から適用する。 

３ 令和２年３月３１日に在学する生徒の学納金は、第28条の規定にかかわらず次の授業

料及び教育充実費の額を適用する。 

授業料（月額）    ２６,０００円 

教育充実費（月額）  １４,０００円 

４ 転入学する者は、転入する学年の学納金を適用する。ただし、入学金の額は、１７０，

０００円とする。 

附  則（学期の改定） 

１ この学則は、令和３年４月１日から施行する。 

附   則 

この学則は、令和８年４月１日から施行する。 

附  則(保証人の変動の改定) 

１  この学則は、令和８年４月１日から施行する。 



 

 

預かり保育実施要項 

 

岐阜聖徳学園大学附属幼稚園 

実  施  日 Aパターン：通常平日保育実施日(14時降園) 

Bパターン：夏期・冬期・春期の通常平日保育実施日以外(全館

休館日及び年末年始・行事日を除く) 

 

保 育 時 間 Aパターン 

保育開始前 午前８時～午前１０時 

保育終了後 午後２時～午後７時まで 

Bパターン 

午前８時～午後７時 

 

保  育  料 Aパターン 

保育開始前 無料 

保育終了後 午後２時～午後４時 無料 

       午後４時～午後７時 ４５０円 

Bパターン 

 午前８時３０分～午後４時３０分 １日８００円 

 午後４時３０分～午後７時 １時間につき１５０円 

 

対 象 園 児 保護者が次の各号に掲げる理由で預かり保育を希望する園児

とする 

 ①就労のため 

 ②介護のため 

 ③冠婚葬祭のため 

 ④ボランティア活動や生涯学習活動に参加するため 

 ⑤その他 

受入単位並びに 

申出時期 

Aパターン 

 Webから当日登園までに申し込み 

Bパターン 

 夏期・冬期・春期ごとに指定した期日までに申し込み 

 

保育料の徴収方法 本園が指定した方法で支払い 

令和5年4月から実施 

※Bパターンの午後４時３０分以降は受け入れ体制が整い次第実施する。 



 

 

 

岐阜聖徳学園大学附属学校ハラスメント防止対策委員会規程  

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、ハラスメント等の防止及び対応に関する規程第８条第２項に基づき、

岐阜聖徳学園大学附属学校ハラスメント防止対策委員会（以下「附属学校防止対策委員

会」という。）について、必要な事項を定めるものとする。 

（任務） 

第２条 附属学校防止対策委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

（１） 岐阜聖徳学園大学附属中学校・小学校・幼稚園におけるハラスメント等の防止の啓

発及び教育のための実施計画策定に関すること 

（２） 岐阜聖徳学園大学附属中学校・小学校・幼稚園におけるハラスメント等の相談に係

る対応に関すること 

（３） 学校法人聖徳学園ハラスメント防止対策委員会とのハラスメント等に起因する問題

の解決に向けた連絡調整に関すること 

（４） ハラスメント等の被害者救済に関すること 

（５） その他、ハラスメント等の防止に関すること 

（構成） 

第３条 附属学校防止対策委員会は、男女各１名の事務職員、男女各２名の教育職員、計

６名をもって構成する。 

２ 事務職員選出の委員は、岐阜聖徳学園大学附属学校事務室に所属する事務職員男女各

１名ずつ、教育職員選出の委員は、岐阜聖徳学園大学附属中学校・小学校・幼稚園のい

ずれかに所属する教育職員男女各２名ずつの計４名とする。 

３ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、半数の委員が１年ごとに入れ替わ

るものとする。 

４ 事務職員の人事配置により、事務職員男女各１名が配置できないときは、教職員をこ

れにあてることができる。 

（運営） 

第４条 附属学校防止対策委員会に委員長を置き、委員の互選により委員長・副委員長を

選出する。 

２ 附属学校防止対策委員会委員長・副委員長は、男女各１名で構成する。 

３ 委員長は、附属学校防止対策委員会を招集し、その議長となる。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（定足数） 

第５条 附属学校防止対策委員会の定足数は、構成員の２分の１とする。 

（議決） 

第６条 附属学校防止対策委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同

数のときは、委員長の決するところによる。 

（任期） 

第７条 委員長及び副委員長の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

（報告） 

第８条 委員長は附属学校防止対策委員会の審議結果について、校長または園長に報告し

なければならない。 



 

 

２ 校長または園長は附属学校防止対策委員会の報告及び要請に基づき、速やかに適切な

措置を講じなければならない。 

３ 附属学校防止対策委員会は、ハラスメント等に関して相談者から調停の申し立てがあ

った場合には、学校法人聖徳学園ハラスメント防止対策委員会に対応を要請する。 

（幹事） 

第９条 委員会の記録その他の事務は、岐阜聖徳学園大学附属学校事務室が担当する。 

 

   附  則 

 この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

 

   附  則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 



 

 

 

岐阜聖徳学園大学附属小学校支援協議会内規  

 

（目的） 

第１条 本会は，岐阜聖徳学園大学附属小学校の教育方針をもとに各教育活動や児童募集

等に対し，評価と支援をし，学校の充実・発展を目指す。 

（協議内容） 

第２条 協議する内容は，主に次の各号とする。 

 (１) 本校の経営・教育内容等について理解し，提言をする。 

 (２) 授業や各教育活動等を参観し，助言・指導をする。 

 (３) 児童募集の内容・方法について協議し，支援する。 

（構成） 

第３条 協議会は，次の各委員をもって構成する。 

 (１) 聖徳会(幼稚園代表) 

 (２) 本校育友会役員ＯＢ 

 (３) 本校教員ＯＢ 

 (４) 本校育友会(会長) 

 (５) 学園法人本部(法人本部事務部長) 

 (６) 岐阜聖徳学園大学(附属学校担当部長) 

 (７) 附属中高等学校(校長) 

 (８) 附属幼稚園(園長) 

 (９) 附属小中学校(事務長) 

 (10) 本校校長 

 (11) 本校教頭 

 (12) 本校教務主任 

（運営） 

第４条 附属小学校長は協議会を招集し，その議長となる。 

 (２) 議長に事故あるときは，議長代理を置くことができる。 

 (３) 協議会は，原則として年２～３回とし学期ごとに開催する。ただし，必要に応じ

て，臨時に開催することができる。 

(４) 議長は，必要に応じて，委員以外の教育職員・事務職員の出席を求めることがで      

きる。 

（任期） 

第５条 委員の任期は１年とし，再任を防げない。 

（協議の方法） 

第６条 協議会は，本校においてこれを開催する。ただし，事情により，本校以外で行う    

こともできる。 

（報告等） 

第７条 校長は，本会の協議内容について，必要に応じて本校教育職員・保護者等に報告

し，今後の経営や指導に生かす。 

（その他） 

第８条 本会の記録・資料提示等の事務は，教頭・教務主任が担当する。 



 

 

 

岐阜聖徳学園大学附属小学校及び附属中学校授業料軽減実施要綱 

 

（総則） 

第１条 岐阜聖徳学園大学附属小学校及び附属中学校（以下「本校」という。）に在学す

る児童・生徒の保護者の経済的負担の軽減を図るため、授業料の軽減を行う。 

（軽減対象となる児童・生徒の要件） 

第２条 軽減対象となる児童・生徒（以下「対象児童・生徒」という。）は、岐阜県私立

中学校等授業料軽減補助金交付要綱に規定する補助対象事業に該当し、対象児童・生徒

に係る授業料を負担する者（以下「授業料負担者」という。）が岐阜県内に居住してい

る者でなければならない。 

（軽減する額） 

第３条 対象児童・生徒１人につき３３６，０００円とする。ただし、授業料の額を超え

ないものとする。 

※ 事由が年度途中に発生した場合は月割額となる。 

（実施時期及び方法） 

第４条 本校における授業料軽減実施時期及び交付方法は別に定める。 

（申請の手続き） 

第５条 授業料軽減を申請する授業料負担者は、授業料軽減申請書を本校が指定する日ま

でに本校が指定する書類を添えて提出する。 

（決定） 

第６条 本校は前条の規定による申請書を受理したときは速やかに軽減の可否を決定し、

その結果を授業料負担者に通知する。 

（軽減確認書の提出義務) 

第７条 軽減を受ける授業料負担者は、授業料軽減確認書（別記第２号様式）を本校に提

出する。 

（取消） 

第８条 偽の申請をした事実が判明したときは、決定を取消しすでに軽減した授業料は本

校へ返納しなければならない。 

（秘密の保持） 

第９条 本校はこのことについて知り得た事実を他に漏らしてはならない。 

（雑則） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、その取扱いに関し必要な事項は理事長が定める。 

 

 

附  則 

この要綱は、平成12年４月１日から適用する。 

附  則 

この要綱は、平成16年４月１日から適用する。 

附  則 

この要綱は、令和５年１月２４日から適用する。 



 

 

 

岐阜聖徳学園大学附属中学校奨学生規程 

 

（目的） 

第１条 本規程は、岐阜聖徳学園大学附属中学校の奨学生について規定することを目的と

する。 

（資格） 

第２条 奨学生は、岐阜聖徳学園大学附属中学校に在学し、学業成績の向上に努力し、特

に優秀であり、心身ともに健康で出席状況及び生活態度などが良好で、他の模範となる

者。 

（特典） 

第３条 奨学生には、学納金の全部又は一部に相当する額の奨学金を給付する。 

（選考機関） 

第４条 奨学生は奨学生選考委員会（以下「委員会」という。）で選考し、理事長が決定

する。 

（取り消し） 

第５条  委員会は、奨学生が次の各号の一に該当すると認めたときは、奨学生の資格を取

り消すことができる。 

（１）所属する学年において、学年末成績が上位３分の１以内に入らなかったとき。 

（２）退学、除籍若しくは休学したとき。 

（３）生徒としての本分に反する行為があったとき。（生徒指導上の特別指導に該当する

行為） 

（４）出席状況及び生活態度などが良好でなくなったとき。 

（中途採用） 

第６条 委員会で、学業成績が特に優秀で、他の模範となる者と認めたときは、１年生及

び２年生の学年末において、予算の範囲内で奨学生として採用する場合がある。 

（規程の改廃） 

第７条 この規程を改廃しようとするときは、理事会の決するところによる。 

 

 

附  則 

この規程は、平成５年４月１日から施行する。 

附  則 

この規程は、平成10年４月１日から施行する。 

附  則 

この規程は、平成24年４月１日から施行する。 

附  則 

１ この規程は、平成26年４月１日から施行する。 

２ 第３条に規定する奨学金は、平成27年度入学生から適用する。 

附  則 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

 



 

 

 

岐阜聖徳学園大学附属幼稚園非常勤講師給与規程  

 

（目的） 

第１条 この規程は岐阜聖徳学園大学附属幼稚園の非常勤講師の給与について定めること

を目的とする。 

（給与） 

第２条 給与は、給料及び諸手当とする。 

２ この規程に定める諸手当は、通勤手当、入試手当及びその他特別手当とする。 

（給料） 

第３条 給料とは、正規の勤務時間の勤務に対する報酬であって、一律時間単価に担当時

間数を乗じた額をいう。 

２ 時間単価は２,８００円とし、４５分を１時間として計算する。 

３ 支給額は、実勤務時間数に時間単価を乗じて得た額とする。 

（昇給） 

第４条 昇給は行わないものとする。 

（通勤手当） 

第５条 通勤手当は次のとおりとする。 

（１） 公共交通機関を利用する場合、その実費を支給する。 

（２） 自家用車を利用する場合、自宅から勤務先までの距離数に応じて、就業規則別表

５－２に掲げた額から算定するものとし、勤務日数を乗じて得た額を支給する。 

（入試手当、その他特別手当） 

第６条 入試手当及びその他特別手当については、理事長が特に必要と認めた場合、予算

の範囲内で支給することができる。 

２ 前項の入試手当及びその他特別手当の額は、その都度、理事長が決定する。 

（給与の支払い方法） 

第７条 給与は、指定の金融機関への振り込みにより支給する。 

 

   附  則 

  この規程は、令和元年５月１日より施行する。  

附  則 

  この規程は、令和２年４月１日より施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

岐阜聖徳学園大学附属小学校非常勤講師給与規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は岐阜聖徳学園大学附属小学校の非常勤講師の給与について定めること

を目的とする。 

（給与） 

第２条 給与は、給料及び諸手当とする。 

２ この規程に定める諸手当は、通勤手当、部活動手当、入試手当及びその他特別手当と

する。 

（給料） 

第３条 給料とは、正規の勤務時間の勤務に対する報酬であって、一律時間単価に担当時

間数を乗じた額をいう。 

２ 時間単価は２,８００円とし、４５分を１時間として計算する。 

３ 支給方法は、１年間の授業実施週を４６週とし、１週間当たりの担当時間数に２,８０

０円を乗じた額に４６週分を乗じ、その年間支給額を１２等分して毎月定額を支給する

ものとする。なお、小数点第一位は切り上げるものとする。 

４ 担当時間数の変更や中途採用者又は中途退職者（自己都合に依る）の場合は、前項に

かかわらず、実勤務時間数に時間単価を乗じて得た額を支給する。 

（昇給） 

第４条 昇給は行わないものとする。 

（通勤手当） 

第５条 通勤手当は次のとおりとする。 

（１） 公共交通機関を利用する場合、１週間に４日以上の勤務者には、１か月分の定期

代を支給する。３日以下の勤務者についてはその実費を支給する。 

（２） 自家用車を利用する場合、自宅から勤務先までの距離数に応じて、就業規則別表

５－２に掲げた額から算定するものとし、１週間に４日以上の勤務者には満額を支給す

る。分母を５日として１週間の勤務日数により算定する。 

２ 支給方法は、第１号及び第２号で算定した額を毎月定額支給するものとする。 

（部活動手当） 

第６条 部活動手当は次のとおりとする。 

（１） １週間に１４コマ以上の授業担当者の内、部活動の顧問を担当する者は、前年の

支給実績額を１２か月で除して、１,０００円単位で支給する。ただし、指導日数が１か

月２０日以上の場合は月額４０,０００円、１５日以上１９日以下は３０,０００円、そ

れ以下は２０,０００円を上限とする。新規採用者の場合は、実績に応じて支給するが、

月額４０,０００円を上限とする。 

（２） １週間に１３コマ以下の授業担当者の場合は、実績に応じて支給する。 

２ 支給方法は、１週間に１４コマ以上の授業担当者には、第１号で算定された額を毎月

定額支給する。その他の者には、実績に応じて翌月に支給する。 

（入試手当、その他特別手当） 

第７条 入試手当及びその他特別手当については、理事長が特に必要と認めた場合、予算

の範囲内で支給することができる。 

２ 前項の入試手当及びその他特別手当の額は、その都度、理事長が決定する。 

（給与の支払い方法） 



 

 

第８条 給与は、指定の金融機関への振り込みにより支給する。 

 

 

   附   則  

１．この規程は、平成 24年４月１日より施行する。  

２．この規程の施行の日をもって、岐阜聖徳学園高等学校非常勤講師給与規程（平

成 13年 4月 1日施行）及び岐阜聖徳学園大学附属小・中・高等学校非常勤講師給与

規程（昭和 58年 4月１日施行）を廃止する。  

   附   則  

１．この規程は、平成 26年４月１日より施行する。  

２．この規程の施行の日をもって岐阜聖徳学園高等学校及び岐阜聖徳学園大学附属

小・中学校非常勤講師給与規程（平成 24年４月１日施行）を廃止する。  

   附   則  

この規程は、令和２年４月１日より施行する。  

 



 

 

岐阜聖徳学園大学附属中学校非常勤講師給与規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は岐阜聖徳学園大学附属中学校の非常勤講師の給与について定めること

を目的とする。 

（給与） 

第２条 給与は、給料及び諸手当とする。 

２ この規程に定める諸手当は、通勤手当、部活動手当、入試手当及びその他特別手当と

する。 

（給料） 

第３条 給料とは、正規の勤務時間の勤務に対する報酬であって、一律時間単価に担当時

間数を乗じた額をいう。 

２ 時間単価は２,８００円とし、６０分を１時間として計算する。 

３ 支給方法は、１年間の授業実施週を４６週とし、１週間当たりの担当時間数に２,８０

０円を乗じた額に４６週分を乗じ、その年間支給額を１２等分して毎月定額を支給する

ものとする。なお、小数点第一位は切り上げるものとする。 

４ 担当時間数の変更や中途採用者又は中途退職者（自己都合に依る）の場合は、前項に

かかわらず、実勤務時間数に時間単価を乗じて得た額を支給する。 

（昇給） 

第４条 昇給は行わないものとする。 

（通勤手当） 

第５条 通勤手当は次のとおりとする。 

（１） 公共交通機関を利用する場合、１週間に４日以上の勤務者には、１か月分の定期

代を支給する。３日以下の勤務者についてはその実費を支給する。 

（２） 自家用車を利用する場合、自宅から勤務先までの距離数に応じて、就業規則別表

５－２に掲げた額から算定するものとし、１週間に４日以上の勤務者には満額を支給す

る。分母を５日として１週間の勤務日数により算定する。 

２ 支給方法は、第１号及び第２号で算定した額を毎月定額支給するものとする。 

（部活動手当） 

第６条 部活動手当は次のとおりとする。 

（１） １週間に１４コマ以上の授業担当者の内、部活動の顧問を担当する者は、前年の

支給実績額を１２か月で除して、１,０００円単位で支給する。ただし、指導日数が１か

月２０日以上の場合は月額４０,０００円、１５日以上１９日以下は３０,０００円、そ

れ以下は２０,０００円を上限とする。新規採用者の場合は、実績に応じて支給するが、

月額４０,０００円を上限とする。 

（２） １週間に１３コマ以下の授業担当者の場合は、実績に応じて支給する。 

２ 支給方法は、１週間に１４コマ以上の授業担当者には、第１号で算定された額を毎月

定額支給する。その他の者には、実績に応じて翌月に支給する。 

（入試手当、その他特別手当） 

第７条 入試手当及びその他特別手当については、理事長が特に必要と認めた場合、予算

の範囲内で支給することができる。 

２ 前項の入試手当及びその他特別手当の額は、その都度、理事長が決定する。 

（給与の支払い方法） 



 

 

第８条 給与は、指定の金融機関への振り込みにより支給する。 

 

 

   附   則  

１．この規程は、平成 24年４月１日より施行する。  

２．この規程の施行の日をもって、岐阜聖徳学園高等学校非常勤講師給与規程（平

成 13年 4月 1日施行）及び岐阜聖徳学園大学附属小・中・高等学校非常勤講師給与

規程（昭和 58年 4月１日施行）を廃止する。  

   附   則  

１．この規程は、平成 26年４月１日より施行する。  

２．この規程の施行の日をもって岐阜聖徳学園高等学校及び岐阜聖徳学園大学附属

小・中学校非常勤講師給与規程（平成 24年４月１日施行）を廃止する。  

   附   則  

この規程は、令和２年４月１日より施行する。  



 

 

 

附属学校連絡協議会規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、岐阜聖徳学園大学学則第60条第５項の趣旨に基づき、附属学校連絡

協議会（以下「協議会」という）を置き、附属学校との連絡協議に関し、必要事項につ

いて定めることを目的とする。 

（協議事項） 

第２条 連絡協議に関する事項は、次の各号とする。 

(１) 附属学校の運営に関すること 

(２) 幼稚園・小学校・中学校・高等学校との連携強化に関すること 

（構成） 

第３条 協議会は、次の各委員を持って構成する。 

(１) 学長 

(２) 附属学校の長 

(３) 事務局長、羽島事務部長、岐阜事務部長、附属学校事務長 

（合同懇談会） 

第４条 協議会は、専門の事項を協議するために、協議会のもとに合同懇談会を置く。 

２ 合同懇談会の運営に関する事項は、別に定める。 

（運営） 

第５条 学長は協議会を召集し、その議長となる。 

２ 議長に事故あるときは、議長代理を置くことができる。 

３ 協議会は原則として年２回開催する。ただし、必要に応じて、臨時に開催することが

できる。 

４ 議長は、必要に応じて、委員以外の教育職員・事務職員の出席を求めることができる。 

（協議の方法） 

第６条 協議会は、本学においてこれを開催する。ただし、事情により、附属学校等で行

うこともできる。 

（幹事） 

第７条 協議会の記録その他の事務は、学長室が担当する。 

 

 

   附  則 

１ この規程は、平成17年12月14日から施行する。 

２ この規程の施行の日をもって、附属学校等連絡協議会規程（平成15年４月１日施行）

は廃止する。 



 

 

 

附属学校連絡協議会に関する合同懇談会の申合せ事項 

 

第１ 附属学校連絡協議会規程第４条第２項に定める合同懇談会の運営に関し、必要な事

項を申合せるものとする。 

第２ 運営に当たっては、原則月１回開催とする。 

第３ 事前にテーマ・議題を設定し、該当部署の担当者が参加し意見の交換等を行い懇談

する。 

第４ 座長は該当部署の担当者の中でその都度決め、議事録は参加した担当課が執る。 

第５ 大学及び附属学校における事務連絡調整は、学長室と附属学校事務室が行う。 

 

 

   附  則 

平成17年12月14日から実施することを申合わせる。 

   附  則 

平成19年４月１日から実行することを申合わせる。 



 

 

学校法人 聖徳学園高等学校以下の教員の人事異動〈交流・転任〉規程 

 

 

（目的） 

第１条 教員（常勤講師を除く。）の人事異動は、附属小学校、附属中学校、岐阜聖徳学園

高校（以下「設置校」という。）間の連携や、小・中一貫教育校の設置など、教育界を取

り巻く社会情勢の変化を視野に入れながら、他の校種を経験し、他の校種への識見と理

解を深めることが必要であるとの認識から、教員相互の理解と活性化及び次代を担う教

員育成を図るため、設置校間での教員の人事異動〈交流・転任〉（以下「教員人事異動」

という。）を推進し、校種間のさらなる連携を深めることを目的とする。 

（基本） 

第２条 設置校の教員人事異動（養護教諭及び看護師を含む。）を円滑に行うため、次の各

号を基本とする。 

（１）教員人事異動にあたっては、現所属校（母体校）の校長推薦のある者とし、原則と

して、勤務歴６年以上５３歳以下の教員を対象とする。  

（２）近親者の同一校勤務又はその他所属校長が特に必要と認める場合は、前号にかかわ

らず異動対象とする。 

（３）同条第１号及び第２号のいずれも教員の保有している教育職員免許状などを十分考

慮し、能力の発揮が図られるように努める。  

（要領） 

第３条 設置校の教員人事異動については、次の各号に基づいて行うものとする。  

（１）他の校種への人事交流又は転任とする。 

（２）前号による人事交流の期間は、２年～５年を原則とし、任期満了後は母体校へ復帰

させるものとする。 

（３）設置校は、できる限り１名以上、他の校種からの人事交流による教員を所属させる

ものとする。 

（４）転任は、他の校種への異動とする。  

（除外） 

第４条 教員人事交流にあっては、原則として、次の各号の一に該当する場合において、

除外することができる。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。  

（１）産休、育休、病休及び休職中の者  

（２）専門性が高く、少数教科のため、交流先が確保できない場合  

（内示） 

第５条 教員人事異動の内示は、校務分掌の配当などに影響が少ない時期に行うものとす

る。 

（採用人事） 

第６条 設置校の教員採用人事は、所属長の申請によるものとし、教員人事異動〈交流・

転任〉などを含めて学園内人事を総合的に勘案して、採用人事の可否を理事長が決定す

る。 

（処遇） 

第７条 人事交流教員及び転任教員の処遇については、次の各号のとおりとする。  

（１）人事交流及び転任の教員の所属は、異動先とする。  

（２）人事交流教員の給与は、母体校の給与規程を基本とする。  



 

 

（３）転任教員の給与は、異動先の給与規程を基本とする。  

（幹事） 

第８条 この規程に関する事務は、法人本部事務部総務・管財課が行う。 

（規程の改廃） 

第９条 この規程を改廃しようとするときは、理事会の決するところによる。 

 

 

附  則 

１ この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 人事交流教員にかかる第７条第２号及び第３号の処遇（措置）は、設置校間の給与等 

が統一されるまでの間とする。 

 


